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第３１号議案

平成２８年度白石市一般会計予算

平成２８年度白石市一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16,383,913千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 「第１表 歳入歳、

出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

、 、「 」を負担することができる事項 期間及び限度額は 第２表 債務負担行為

による。

（地 方 債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は 「第３表 地、

方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、500,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）

に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の

各項の間の流用。

平成２８年２月１６日提出

白石市長 風 間 康 静





             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 市 税 ３，６７２，３７３

1 市 民 税 １，４３２，６９０

2 固 定 資 産 税 １，７４３，３７６

3 軽 自 動 車 税 ９９，２５８

4 市 た ば こ 税 ２５５，９８５

5 特 別 土 地 保 有 税 １０

6 入 湯 税 ８，５１６

7 都 市 計 画 税 １３２，５３８

2 地 方 譲 与 税 １７５，０００

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 ４９，０００

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 １２６，０００

3 利 子 割 交 付 金 ４，０００

1 利 子 割 交 付 金 ４，０００

4 配 当 割 交 付 金 １５，０００

1 配 当 割 交 付 金 １５，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 １１，０００

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １１，０００

6 地 方 消 費 税 交 付 金 ６１４，０００

1 地 方 消 費 税 交 付 金 ６１４，０００

7 ゴルフ場利用税交付金 ７，０００

1 ゴルフ場利用税交付金 ７，０００

8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ３７，０００

1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 ３７，０００

9 地 方 特 例 交 付 金 １０，０００

1 地 方 特 例 交 付 金 １０，０００

10 地 方 交 付 税 ５，１１８，５２３

1 地 方 交 付 税 ５，１１８，５２３

11 交通安全対策特別交付金 ４，０００

1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ４，０００

12 分 担 金 及 び 負 担 金 １２８，８９１

1 負 担 金 １２８，８９１
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(単位 千円)

          款           項 金 額

13 使 用 料 及 び 手 数 料 １９５，１４５

1 使 用 料 １７５，２８１

2 手 数 料 １９，８６４

14 国 庫 支 出 金 ２，０５７，２５３

1 国 庫 負 担 金 １，２３３，４８３

2 国 庫 補 助 金 ８１１，３５０

3 国 庫 委 託 金 １２，４２０

15 県 支 出 金 ７７６，３２６

1 県 負 担 金 ５２６，３３２

2 県 補 助 金 １５８，７５６

3 県 委 託 金 ９１，２３８

16 財 産 収 入 ９，０４７

1 財 産 運 用 収 入 ８，９４５

2 財 産 売 払 収 入 １０２

17 寄 附 金 ８８，４５８

1 寄 附 金 ８８，４５８

18 繰 入 金 ２，０７３，７４１

1 基 金 繰 入 金 ２，０７３，７４１

19 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

20 諸 収 入 ４９１，９５５

1 延滞金、加算金及び過料 ６，００１

2 市 預 金 利 子 １

3 貸 付 金 元 利 収 入 ２５５，７４８

4 受 託 事 業 収 入 ９，６９４

5 雑 入 ２２０，５１１

21 市 債 ８９５，２００

1 市 債 ８９５，２００

           歳        入 合        計 １６，３８３，９１３
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歳  出 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 議 会 費 １７８，８３６

1 議 会 費 １７８，８３６

2 総 務 費 １，９４９，６２５

1 総 務 管 理 費 １，４２４，４０５

2 徴 税 費 ２９７，４２７

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 １３５，７８５

4 選 挙 費 ６４，３２１

5 統 計 調 査 費 １２，６２８

6 監 査 委 員 費 １５，０５９

3 民 生 費 ５，０２０，３７２

1 社 会 福 祉 費 ２，７９４，８８４

2 児 童 福 祉 費 １，６８３，８２６

3 生 活 保 護 費 ５３１，６０９

4 災 害 救 助 費 １０，０５３

4 衛 生 費 ２，３５５，５７１

1 保 健 衛 生 費 １，８８０，７０８

2 清 掃 費 ４７４，８６３

5 労 働 費 １０，７３０

1 労 働 諸 費 １０，７３０

6 農 林 水 産 業 費 ３４３，９１６

1 農 業 費 ２６８，６７２

2 林 業 費 ７５，２４４

7 商 工 費 ７０５，８０７

1 商 工 費 ７０５，８０７
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(単位 千円)

          款           項 金 額

8 土 木 費 ２，６９５，５８０

1 土 木 管 理 費 ２５，７５７

2 道 路 橋 梁 費 ５４５，９５５

3 河 川 費 ８，８５３

4 都 市 計 画 費 ２，００５，４９０

5 住 宅 費 １０９，５２５

9 消 防 費 ４６４，０６５

1 消 防 費 ４６４，０６５

10 教 育 費 １，３０４，５４４

1 教 育 総 務 費 ２４２，１８２

2 小 学 校 費 ２２０，１３８

3 中 学 校 費 １８１，５４８

4 幼 稚 園 費 １３６，５８３

5 社 会 教 育 費 ２０８，７９１

6 保 健 体 育 費 ３１５，３０２

11 災 害 復 旧 費 ４，５０５

1 農林業施設災害復旧費 ２，０００

2 公共土木施設等災害復旧費 ２，５０５

12 公 債 費 １，３３５，２９８

1 公 債 費 １，３３５，２９８

13 予 備 費 １５，０６４

1 予 備 費 １５，０６４

          歳        出 合        計 １６，３８３，９１３
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第２表

（単位：千円）

第３表

（単位：千円）

合 計

400,000

子育て応援住宅入居者向け定住促進
補助金

平成29年度から平成38年度まで

895,200

起債の目的

債 務 負 担 行 為

限 度 額

担い手育成資金利子補給補助金
（平成２８年度分）

事 項 期 間

62,739仙南最終処分場地元対策事業補助金 平成29年度

291

5.0%以内(ただし、
利率見直し方式で
借り入れる政府資
金及び地方公共
団体金融機構資
金について、利率
の見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率)

1,500

中小企業振興資金融資損失補償
（平成２８年度分）

224

政府資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合には、そ
の債権者と協定す
るものによる。ただ
し、市財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることができ
る。

白石スキー場整備事業 23,400

支払い通算家賃の3/10に
相当する額

　普通貸借
　又は、
　証券発行

災害援護資金貸付金

農業災害対策資金利子補給補助金
（平成２８年度分）

農業経営基盤強化資金利子補給補助
金（平成２８年度分）

平成29年度から平成37年度まで

162,600

農業施設整備事業

10,000

平成29年度から平成34年度まで

臨時財政対策債

平成29年度から平成41年度まで
融資預託額の10/100に相
当する金額の損失補償

起債の方法

地 方 債

償還の方法

平成29年度から平成32年度まで

1,042

借入利率

都市計画街路事業

限度額

消防施設整備事業 13,100

185,000地方道路整備事業

公有林整備事業 18,600

公園施設長寿命化対策支援事業 81,000
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第３２号議案

平成２８年度白石市国民健康保険特別会計予算

、 。平成２８年度白石市国民健康保険特別会計予算は 次に定めるところによる

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,548,136千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 「第１表 歳入歳、

出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、200,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成２８年２月１６日提出

白石市長 風 間 康 静



             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 国 民 健 康 保 険 税 ６９６，９８３

1 国 民 健 康 保 険 税 ６９６，９８３

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ８０１

1 手 数 料 ８０１

3 国 庫 支 出 金 ８６５，８７４

1 国 庫 負 担 金 ６４１，７０１

2 国 庫 補 助 金 ２２４，１７３

4 療 養 給 付 費 交 付 金 ２８２，３７２

1 療 養 給 付 費 交 付 金 ２８２，３７２

5 前 期 高 齢 者 交 付 金 １，２６９，７０１

1 前 期 高 齢 者 交 付 金 １，２６９，７０１

6 県 支 出 金 ２０１，２２５

1 県 負 担 金 ２７，８９１

2 県 補 助 金 １７３，３３４

7 共 同 事 業 交 付 金 ９０１，２１６

1 共 同 事 業 交 付 金 ９０１，２１６

8 財 産 収 入 １

1 財 産 運 用 収 入 １

9 繰 入 金 ３２３，８３７

1 一 般 会 計 繰 入 金 ３２３，８３７

10 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

11 諸 収 入 ６，１２５

1 延滞金、加算金及び過料 ４，４１２

2 預 金 利 子 １

3 受 託 事 業 収 入 １

4 雑 入 １，７１１

           歳        入 合        計 ４，５４８，１３６
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歳  出 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 総 務 費 ２３，０５１

1 総 務 管 理 費 １１，４２５

2 徴 税 費 １１，１８１

3 運 営 協 議 会 費 １０

4 趣 旨 普 及 費 ４３５

2 保 険 給 付 費 ２，８８２，５８７

1 療 養 諸 費 ２，５２３，９００

2 高 額 療 養 費 ３４３，４６０

3 移 送 費 １２０

4 出 産 育 児 諸 費 １２，６０７

5 葬 祭 諸 費 ２，５００

3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 ４９０，３４０

1 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 ４９０，３４０

4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 ３４０

1 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 ３４０

5 老 人 保 健 拠 出 金 １４４

1 老 人 保 健 拠 出 金 １４４

6 介 護 納 付 金 １７５，０２９

1 介 護 納 付 金 １７５，０２９

7 共 同 事 業 拠 出 金 ９０１，２２０

1 共 同 事 業 拠 出 金 ９０１，２２０

8 保 健 事 業 費 ５９，５６９

1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費 ３１，１５１

2 保 健 事 業 費 ２８，４１８

9 基 金 積 立 金 １

1 基 金 積 立 金 １

10 公 債 費 １

1 公 債 費 １

11 諸 支 出 金 ４，９００

1 償還金及び還付加算金 ４，９００

12 予 備 費 １０，９５４

1 予 備 費 １０，９５４

          歳        出 合        計 ４，５４８，１３６
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第３３号議案

平成２８年度白石市介護保険特別会計予算

平成２８年度白石市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,937,585千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 「第１表 歳入歳、

出予算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成２８年２月１６日提出

白石市長 風 間 康 静





             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 保 険 料 ６２５，９０４

1 介 護 保 険 料 ６２５，９０４

2 使 用 料 及 び 手 数 料 ５０

1 手 数 料 ５０

3 国 庫 支 出 金 １，００９，６０５

1 国 庫 負 担 金 ６５４，３８９

2 国 庫 補 助 金 ３５５，２１６

4 支 払 基 金 交 付 金 １，０６３，７２３

1 支 払 基 金 交 付 金 １，０６３，７２３

5 県 支 出 金 ５６５，６４４

1 県 負 担 金 ５３７，０５９

2 県 補 助 金 ２８，５８５

6 財 産 収 入 ６６

1 財 産 運 用 収 入 ６６

7 繰 入 金 ６５１，８５５

1 一 般 会 計 繰 入 金 ５４６，２０１

2 財 政 調 整 基 金 繰 入 金 １０５，６５４

8 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

9 諸 収 入 ２０，７３７

1 延滞金、加算金及び過料 １１

2 預 金 利 子 １

3 雑 入 ２０，７２５

           歳        入 合        計 ３，９３７，５８５
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歳  出 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 総 務 費 ３９，５４７

1 総 務 管 理 費 ８，３５６

2 徴 収 費 １，９３６

3 介 護 認 定 審 査 会 費 ２９，２０３

4 趣 旨 普 及 費 ５２

2 保 険 給 付 費 ３，６６５，９９８

1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費 ３，２９０，１４８

2 介護予防サービス等諸費 ８６，０６８

3 諸 費 ３，４０２

4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 ７２，１８０

5 高 額 医 療 合 算 介 ９，７２０

護 サ ー ビ ス 等 費

6 特 定 入 所 者 介 護 ２０４，４８０

サ ー ビ ス 等 費

3 地 域 支 援 事 業 費 ２２９，９４２

1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 １２２，５９１

援 サ ー ビ ス 事 業 費

2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 ２８，８６６

3 包 括 的 支 援 事 業 ７８，２２７

・ 任 意 事 業 費

4 諸 費 ２５８

4 基 金 積 立 金 ６６

1 基 金 積 立 金 ６６

5 公 債 費 １

1 公 債 費 １

6 諸 支 出 金 １，０３１

1 償還金及び還付加算金 １，０３１

7 予 備 費 １，０００

1 予 備 費 １，０００

          歳        出 合        計 ３，９３７，５８５
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第３４号議案

平成２８年度白石市後期高齢者医療特別会計予算

平成２８年度白石市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによ

る。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ420,880千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は 「第１表 歳入歳、

出予算」による。

平成２８年２月１６日提出

白石市長 風 間 康 静



             第  １  表　    歳    入    歳    出    予    算

歳  入 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 後期高齢者医療保険料 ３０４，４６５

1 後期高齢者医療保険料 ３０４，４６５

2 使 用 料 及 び 手 数 料 １００

1 手 数 料 １００

3 繰 入 金 １１５，２６０

1 一 般 会 計 繰 入 金 １１５，２６０

4 繰 越 金 １

1 繰 越 金 １

5 諸 収 入 １，０５４

1 延滞金、加算金及び過料 ５０

2 償還金及び還付加算金 １，０００

3 雑 入 ４

           歳        入 合        計 ４２０，８８０

歳  出 (単位 千円)

          款           項 金 額

1 総 務 費 １０，０６６

1 総 務 管 理 費 ８，２８１

2 徴 収 費 １，７５５

3 趣 旨 普 及 費 ３０

2 後 期 高 齢 者 医 療 ４０９，７１３

広 域 連 合 納 付 金 1 後 期 高 齢 者 医 療 ４０９，７１３

広 域 連 合 納 付 金

3 諸 支 出 金 １，０００

1 償還金及び還付加算金 １，０００

4 予 備 費 １０１

1 予 備 費 １０１

          歳        出 合        計 ４２０，８８０
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第３５号議案

（総　　則）

第１条　　平成２８年度白石市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

戸 戸 戸

千 千 千 

主要な建設改良事業

千円 千円 千円

（収益的収入及び支出）

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

１． 給 水 戸 数

２．

３．

年 間 総 給 水 量

一 日 平 均 給 水 量

第２項 2,142

収　入　合　計

営 業 外 収 益

第２款

上 水 道 事 業 収 益

簡 易 水 道 事 業 収 益

第３項

14,268

第２項

第１項 12,126

第１款 941,587

営 業 外 収 益

955,855

第１項 営 業 収 益

39,922

330,930

4,153

32,626298,304配水施設整備事業

901,664

12,747

4,031

11,044

収　　　　　入

118

122

平成２８年度白石市水道事業会計予算

４．

簡易水道

11,378

上　水　道

12,865

合　　　計

334

特 別 利 益

営 業 収 益

1
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千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

補 助 金

収　入　合　計

上 水 道 資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

274,426

支　　　　　出

435,072支　出　合　計

第１項 32,680

第２項 1,340

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

簡易水道資本的支出第２款

第１項 304,583

第２項 96,469企 業 債 償 還 金

第１款 401,052

34,020

第１項 20,100

第３項 12,026

簡易水道資本的収入

企 業 債

第２款 32,126

第１款 242,300

第１項 231,000

第２項 11,300

上 水 道 資 本 的 収 入

企 業 債

工 事 負 担 金

884,107

収　　　　　入

支　出　合　計

　(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額160,646千円は、当年度消費税

及び地方消費税資本的収支調整額 24,536千円、過年度損益勘定留保資金136,032千

円、当年度損益勘定留保資金78千円で補填するものとする。)

第３項 70

営 業 外 費 用

特 別 損 失

第１項 25,178

簡 易 水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

第２項 4,102

第２項 38,549

第３項 1,000

第２款 29,350

第４項 2,000

営 業 外 費 用

特 別 損 失

予 備 費

第１款

第１項 813,208

上 水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

支　　　　　出

854,757
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（企　業　債）

第５条　　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定

める。
（単位：千円）

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

　予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第７条　

　なければならない。

（１）職員給与費 千円

（２）交　際　費 千円

（利益剰余金の処分）

第８条　

（１）減債積立金 千円

（たな卸資産購入限度額）

第９条　

平成２８年２月１６日提出

白石市長　風　間　康　静

　たな卸資産の購入限度額は、6,000千円と定める。

　繰越利益剰余金のうち3,100千円は、次の通り処分するものと定める。

3,100

15

（１）営業費用と営業外費用との間の流用

　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

84,684

　普通貸借
　又は、
　証券発行

5.0％以内（ただ
し、利率見直し方
式で借入する政府
資金及び地方公共
団体金融機構資金
について、利率の
見直しを行った後
においては､当該
見直し後の利率）

　流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経

第６条　

起債の目的 限度額 起債方法 借入利率 償還方法

政府資金については、その融
資条件により、銀行その他の
場合には、その債権者と協定
するものによる。ただし、市
財政の都合により据置期間及
び償還期限を短縮し、又は繰
上償還もしくは低利に借換え
することができる。

 上水道事業

 簡易水道事業

231,000

20,100
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第３６号議案

（総　　則）

第1条　平成28年度白石市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（1）処理区域内人口 人 人 人

（2）年間処理水量 千 千 千 

（3）1日平均処理水量  

（4）主な建設改良事業等

（ｱ）管渠整備費（単独） 千円 千円 千円

（ｲ）管渠整備費（補助） 千円 千円 千円

（ｳ）雨水管渠整備費（補助） 千円 千円 千円

（ｴ）流域下水道負担金 千円 千円 千円

（ｵ）災害復旧単独事業費 千円 千円 千円

（収益的収入及び支出）

第3条　

公共下水道事業収益 千円

営業収益 千円

営業外収益 千円

特別利益 千円

農業集落排水事業収益 千円

営業収益 千円

営業外収益 千円

特別利益 千円

千円

公共下水道事業費用 千円

営業費用 千円

営業外費用 千円

特別損失 千円

予備費 千円

681,757

1,200

第4項

合　　　計

25,329

2,595

7,110

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。なお、営業外費用中企業債利息

12,652

6,863

80,200

公共下水道事業

90

55,100

595,950

24,050

12,652

30,000

       －

55,100

       －

       －

収　　　　　入

185,343

170,202

609,949

1,124,487

1

873,670

15,140

1,97223,357

2,505

農業集落排水事業

       －

247

50,200

24,050

第2項

第3項

187,713

第2項

第3項

第1款

第1項

1

595,950

第1款

第1項 514,537

支　　　　　出

第2款

3,000

1,309,830

の財源にあてるため、企業債41,200千円を借り入れる。

第1項

第2項

収　入　合　計

第3項

平成２８年度白石市下水道事業会計予算
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農業集落排水事業費用 千円

営業費用 千円

営業外費用 千円

特別損失 千円

予備費 千円

千円

（資本的収入及び支出）

第4条　資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。

公共下水道事業資本的収入 千円

企業債 千円

補助金 千円

分担金及び負担金 千円

他会計繰入金 千円

農業集落排水事業資本的収入 千円

企業債 千円

分担金及び負担金 千円

他会計繰入金 千円

千円

公共下水道事業資本的支出 千円

建設改良費 千円

企業債元金償還金 千円

農業集落排水事業資本的支出 千円

建設改良費 千円

企業債元金償還金 千円

千円

（債務負担行為）

第5条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

746,496

支　　　　　出

第3項

第1項

 　200

第1項

平成２９年度から

28,300

収　入　合　計 1,287,001

支　出　合　計 1,807,510

第2項

平成３１年度まで

 　200
水洗便所改造資金利子補給補助金
（農業集落排水事業）

平成２９年度から

第1項

第1款

936,867

平成３１年度まで

第2款

88,519

31,124

水洗便所改造資金利子補給補助金
（公共下水道事業）

事　　　　　　　　項 期　　間 限　　度　　額

第2款

第2項 39,500

1,253,135

561,700

33,866

1,026,930

収　　　　　入

2,242

649,693

153,260

1

137第3項

第2項

第1項

第3項

第4項

　(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額520,509千円は当年度消費税及び地方消

費税資本的収支調整額 6,299千円及び当年度損益勘定留保資金514,210千円で補填するものと

する。)

3,000

支　出　合　計

第2項

第1款 1,683,363

5,565

35,628

第2款 124,147

第2項

第1項

118,999

第4項
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（企　業　債）

第6条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位：千円）

（一時借入金限度額）

一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第9条　

（１）職員給与費 千円

（他会計からの補助金）

第10条　

（１）一般会計繰入金 千円 千円

平成２８年２月１６日提出

白石市長　風　間　康　静

起債方法

普通貸借
　又は
証券発行

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合に
は、その債権
者と協定する
ものによる。
ただし、市財
政の都合によ
り据置期間及
び償還期限を
短縮し、又は
繰上償還もし
くは低利に借
換えすること
ができる。

償還方法借入利率

　5.0％以
内（ただ
し、利率見
直し方式で
借入する政
府資金及び
地方公共団
体金融機構
資金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては､
当該見直し
後の利率）

154,600

76,500　公共下水道事業

　流域下水道事業

　農業集落排水事業

　公共下水道事業
　資本費平準化債（未利用分）

　流域下水道事業
　資本費平準化債（未利用分）

　公共下水道事業
　資本費平準化債（拡大分）

17,700

1,900

限度額

11,100

4,500

起債の目的

21,200

21,600

　流域下水道事業
　資本費平準化債（拡大分）

　公共下水道事業　特別措置分

　農業集落排水事業
　資本費平準化債（未利用分）

23,800

第7条　

219,300

54,700

公共下水道事業及び農業集落排水事業の事業安定のため、白石市一般会計からこの

39,632

はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）営業費用と営業外費用との間の流用

127,7921,065,852

次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又

（公共下水道事業） （農業集落排水事業）

会計へ補助を受ける金額は、1,193,644千円である。

第8条　

　農業集落排水事業
　資本費平準化債　（拡大分）

　公共下水道事業（借換債）
　資本費平準化債（拡大分）
　・特別措置分

　流域下水道事業（借換債）
　資本費平準化債（拡大分）

24,300
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